
  下関市へ転入し、市内の介護サービス事業所に

  介護職員等として就職する外国人の方へ、転入旅費・

  引越費用等を最大 １５万円  助成します。

補助金額 転入旅費等・引越費用・住宅に係る家賃の合計額・・・最大１５万円

（１世帯あたり）　※１人１回限り。また、他の類似した助成制度との併用はできません。

　●転入旅費等　 　●引越費用

・本人及び同一世帯員の転居先 ・家財道具の運搬のために利用した

　までの移動に係る交通費 　引越業者等に支払った費用・

・転居の事前準備に係る交通費 　車両のレンタル料・燃料費・

　（転入日の２か月前～転入日 　有料道路料金

　　の間、１往復のみ）

　⇒裏面をご覧ください。

　●住宅に係る家賃１か月分

対 象 者 　次のすべての要件を満たす方

次の方は対象外です。

・過去にこの補助金の交付を受けた方

・他の類似の助成制度を利用した方または利用する予定のある方

・転勤、出向等の理由により本市に転入した方

・介護職員等以外の職種を兼務している方（看護職員、医師、薬剤師等）

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している方

　（住民票上の同一世帯員が該当する場合も含む。）
（裏面もあります→）

   お問い合わせは下関市介護保険課 庶務係（083-231-1162）へ  

下関市で介護の仕事をしませんか？
～　外国人介護人材確保支援事業　のご案内　～　　

    下関市南部町１番１号 Mail:hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

・外国国籍の方で、在留資格が「介護・特定技能・技能実習・特定活動」

　（いずれも介護に関するものに限る。）の方

・市内介護サービス事業所に介護職員等（介護職員、介護従業者、訪問介護　　

　員、機能訓練指導員、サービス提供責任者、計画作成担当者、理学療法士、　

　作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員）として雇用されていること

　※ただし、看護職等他の職種と兼務する方は対象外です。

・就業開始日の２か月前～就業開始日の間に下関市に転入し、現に下関市に

　住民票を有していること（転勤・出向等による転入は除く。）

・勤務する事業所の健康保険の被保険者であること

・市内介護サービス事業所に１年以上継続して勤務する見込みがあること

領収証が必要です！

令和８年度事業



　　＜公共交通機関の場合＞

　　　　　　対象区間は…

　　　　　　転居前の住所地の最寄り駅等～転居後の住所地の最寄り駅等

※最寄り駅等…各交通機関の乗降場

　　　　　　・電車・船・飛行機・バスの乗車代金を支給
　　　　　　・本人及び住民票上の同一世帯員（実際に移動した方）分を支給
　　　　　　・転居は片道分、事前準備は１往復分が対象
　　　　　　・小児運賃は、各交通機関の規定に従います。

　＜私有車の場合＞

　　　　転居前の住所地～転居後の住所地の　　
最短距離（1ｋｍ未満は切り捨て）　

　　　　　　・有料道路を利用した場合は、その代金を加算

　　☆　申請された額と、市が最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額を

　 　　　比較し、どちらか低い方の金額を支給します。

家賃について 本人または住民票上の同一世帯員が賃貸借契約をしている住宅の家賃１か月分

（本人が負担した金額のみ）を支給します。支払ったことがわかる領収書、給料明

細の写し等が必要です。

手続の流れ ①　就職・引っ越し 転入は、就業開始日の２か月前～就業開始日の間が対象

②　交付申請 次の書類を介護保険課へ提出（郵送または持参）

 ※先着順。予算上限に達し次第、募集を締めきります。

◇ 申請書（市ホームページに掲載）

◇ 補助対象経費の明細書（市ホームページに掲載）

◇ 補助対象経費の支払を証する書類の写し

◇ 就業証明書（市ホームページに掲載）

　　・・・事業所で証明をもらってください。

◇ 住民票の写し（世帯全員分、申請日から２か月以内に交付、

　　　　　転入日及び在留資格の記載があるもの）

　　・・・１通300円（市民サービス課・各支所・総合支所で発行）

※コンビニエンスストア等のマルチコピー機で発行の場合、１通１０円

③　審査・決定 市で申請内容を審査し、補助金の交付を決定後、通知します。

④　交付請求 補助金請求書（市ホームページに掲載）を介護保険課へ提出

⑤　補助金交付 市で請求書を審査後、補助金を交付します。

転入旅費の計算について

    お問い合わせは下関市介護保険課 庶務係（083-231-1162）へ
   下関市南部町１番１号 Mail:hfkaigoh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

　×　２０円

　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときや、交付要綱に違反したと
きなどは、 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還していただく
場合があります。

就業した日が属する

年度の３月末までに

申請を


